
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ゴルフ場が破綻した場合の貸倒引当金の計上         

Ｑ：ゴルフ場が破綻して会社更生法の更生

手続き開始の申立がありましたが、会員権の

帳簿価額の50%を貸倒引当金に計上すること

ができますか？                                      

                                             

Ａ：計上することはできません。 

【解説】 

法人税では、金銭債権に係る債務者につき

会社更生法の規定による更生手続開始の申立

てが行われた場合は、その金銭債権の額の

50％相当額を個別評価による貸倒引当金に繰

り入れることができることとされています。 

したがって、ゴルフ場経営会社について更

生手続開始の申立てが行われた場合に、この

規定が適用されるためには、ゴルフ会員権と

して処理していたものの全部又は一部が金銭

債権としての性格を有していなければなりま

せん。 

しかしながら、会社更生法の規定による更

生手続開始の申立ては再建型の倒産処理手続

であり、経営の継続を前提としていますので、

会員契約は、通常その手続の中では解除され

ません。 

したがって、ゴルフ場経営会社につき、会

社更生法の規定による更生手続開始の申立て

が行われた場合でも、退会しない限りは、ゴ

ルフ会員権は金銭債権としての性格を有して

いるとはいえませんので、その会員権の帳簿

価額の50％相当額を個別評価による貸倒引当

金に繰り入れることはできません。 
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